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   国立大学法人筑波大学大学教員の任用手続等に関する規則に基づく教育研究評議会規程 

 

 （趣旨） 

第１条 この教育研究評議会規程は、国立大学法人筑波大学大学教員の任用手続等に関する規則

（平成１６年法人規則第４号。以下「大学教員任用手続規則」という。）第７条及び第９条第２

項の規定に基づき、人事企画委員会の大学教員の任用に関する部会（以下「任用部会」という。）

及び部局人事委員会等の運営に関して必要な事項を定めるものとする。 

 

 （任用部会の構成） 

第２条 大学教員任用手続規則第４条に規定する任用部会は、次に掲げる委員で構成する。 
 (1) 人事を担当する副学長 

 (2) 教育を担当する副学長 

 (3) 研究を担当する副学長 

 (4) 部局人事委員会を置く系長及び重点研究センター（先端的研究型）の長（以下、「系長等」

という。） 

 

 （任用部会の主査等） 

第３条 前条の任用部会に主査を置き、前条第 1号の委員を担当する副学長をもって充てる。 

２ 主査は、会議を主宰する。 

３ 主査に事故があるときは、あらかじめ主査の指名する委員がその職務を代行する。 

 

 （代理出席） 
第３条の２ 前条の規定にかかわらず、系長等が事故その他やむを得ない事由により任用部会に

出席できない場合には、あらかじめ指名された部局人事委員会総会副委員長に限り代理人とし

て出席することができる。 



２ 前項の規定により、代理人が任用部会に出席する場合は、代理人の行為を委員の行為とみな

す。 
 
 （議事） 
第３条の３ 任用部会は、委員の３分の２以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 
２ 議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、主

査の決するところによる。 
 

 （部局人事委員会の総会の構成） 

第４条 大学教員任用手続規則第９条の規定により部局人事委員会に置かれる総会は、次に掲げ

る委員で構成する。 

 (1) 系長等 

 (2) 原則として主に関係する学術院長、研究群長、学群長又は教育研究施設の長のうちから系

長等が推薦するもの 

 (3) 関係する学術院長、研究群長及び学群長が推薦する教授 若干人 

 (4) 人間系にあっては、附属学校教育局教育長が推薦する教授 

 (5) 医学医療系にあっては、附属病院長が推薦する教授 

 (6) 系長等が推薦する教授 若干人 

２ 前項の委員の数は、原則として１０人以上２０人以内とする。 

３ 総会が認める場合は、前項に規定する委員のほか、総会の審議事項に関連する教育研究組織

の長を、当該審議事項に限り委員として出席させることができる。 

４ 第７条第１項の専門委員会の主査は、当該専門委員会の選考審査に係る総会における選考審

査に出席し、選考審査に参加することができる。 

 

 （部局人事委員会の総会の主宰） 

第５条 部局人事委員会の総会は、前条第１号の系長等が主宰する。 

 

 （部局人事委員会の専門委員会の構成） 

第６条 大学教員任用手続規則第９条の規定により部局人事委員会に置かれる専門委員会は、総

会が指名する教授を委員として構成する。 

２ 前項の委員の数は、原則として６人以上１０人以内とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、部局人事委員会が特に必要と認める場合は、教授に代えて准教

授を専門委員会委員とすることができる。 

 

 （部局人事委員会の専門委員会の主査） 

第７条 部局人事委員会の専門委員会に主査を置く。 

２ 主査は、総会が指名する。 

 



 （部局人事委員会等の運営） 

第８条 前各条に定めるもののほか部局人事委員会の運営に関して必要な事項は、部局細則で定

める。 

 

   附 則 

 この教育研究評議会規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平１８．４．２７教育研究評議会規程２号） 

 この教育研究評議会規程は、平成１８年４月２７日から施行する。 

 

   附 則（平２２．３．２４教育研究評議会規程１号） 

 この教育研究評議会規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平２３．９．２９教育研究評議会規程１号） 

 この教育研究評議会規程は、平成２３年１０月１日から施行する。 

 

   附 則（平２５．２．２８教育研究評議会規程１号） 

 この教育研究評議会規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平２５．１１．２８教育研究評議会規程２号） 

 この教育研究評議会規程は、平成２５年１１月２８日から施行し、改正後の国立大学法人筑波

大学大学教員の任用手続等に関する規則に基づく教育研究評議会規程の規定は、同年１１月１

日から適用する。 

 

   附 則（平２８．１．２８教育研究評議会規程１号） 

 この教育研究評議会規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平３０．３．２２教育研究評議会規程１号） 

 この教育研究評議会規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

 
   附 則（令元．１２．２６教育研究評議会規程１号） 

 この教育研究評議会規程は、令和２年４月１日から施行する。 

 


